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 仕 様 書 

 

１ 委 託 名  植栽維持管理業務委託 

 

２ 履行期間  契約締結日 から 令和８年３月３１日 まで 

（2025年）      （2026年） 

 

３ 履行場所 

埼玉県草加市草加二丁目２１番１号 草加市立病院 

 

４ 支払方法  業務完了払（年１回払い） 

 

５ 内容 

別紙１「植栽維持管理業務委託 特記仕様書」のとおり。 

 

６ 個人情報の保護 

個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）、別記１個人情報取扱特

記事項及を遵守すること。また、業務上知り得た事項を漏らしてはならない。 

 

７ そ の 他 

（１）草加市環境マネジメントシステムに関する取り組みに協力すること。 

（２）草加市政における公正な職務執行の確保に関する条例（平成１９年条例第１６

号）第６条及び草加市が締結する契約からの暴力団排除措置要綱（平成８年告示

第１５５号）第９条の規定に基づき、次の事項を遵守すること。 

ア 受注者及び受注者の下請業者は不当要求行為を受けた場合又は不当要求行

為による被害を受けた場合若しくは被害が発生するおそれがある場合は、病院

事業管理者に報告するとともに、所轄の警察署に通報すること。 

イ 受注者は、市立病院及び所轄の警察署と協力し、不当要求行為の排除対策を

講じること。 

（３）業務の実施に当たっては、人権を尊重するとともに、業務に関わる者が人権に

配慮することができるよう努めること。 

（４）実施確認のため、業務を実施した月毎に報告書を提出すること。 

（５）仕様書に疑義が生じた場合は、担当課と協議すること。 

 

８ 問合せ先  草加市立病院 施設管理課  

電話 ０４８（９４６）２２００（代表） 
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業 務 委 託 共 通 仕 様 書 

 

この仕様書は、業務委託に係る共通事項を示すものであり、実務の実施に当たっ

ては、誠意をもって行うものとする。 

 

１ 法令の遵守 

受注者は、業務の実施に当たっては、関係法令を遵守すること。 

２ 業務責任者の選任 

受注者は、受託対象業務ごとに責任者を選任し、発注者に届け出ること。 

なお、責任者を変更する場合は、事前に発注者と協議し、発注者の承諾を得る

こと。 

３ 業務従事者の確保 

受注者は、契約履行のため、業務の遂行に適した者を配置し、その旨発注者に

文書で報告すること。 

なお、配置に異動があった場合も同様とする。 

４ 服装及び規律 

受注者は、業務従事者に次に掲げる事項を厳格に守らせること。 

⑴ 勤務中は、受注者制定の衣服を着用し、名札を付けること。 

⑵ 勤務中は、礼儀正しく品行を慎み、対応に当たっては懇切丁寧を旨としなけ

ればならない。 

５ 委託業務実施記録 

受注者は、責任者に実施した日の実施状況を記録させ、翌日（休診日の場合は、

直近の開院日）発注者に提出すること。 

６ 異状又は事故報告 

受注者は、受託対象に異状を認めた場合は、直ちに発注者に通報すること。 

事故が発生したときは、直ちに適切な措置を講じ、発注者及び関係者に通報す

るとともに、責任者は、事故の状況を記した書類を速やかに発注者に提出するこ

と。 

７ 委託業務の実施上の留意事項 

業務の実施に当たり、次の事項に留意すること。 

⑴ 火気の使用に当たっては、事故のないよう自己十分注意すること。 

⑵ 電気、ガス、水道等の使用に当たっては、極力節約に努めること。 

⑶ 機械器具等の使用により建物、器物等に損害を与えないこと。 

⑷ 衛生に留意すること。 

８ 委託業務実施の確認 

受注者は、業務完了後の請求に当たり委託業務実施済確認願を発注者に提出し、

業務が完了したことの確認を受けること。 

９ 協定事項 

業務実施上必要な机、椅子、電話、光熱水等については、その一部又は全部に

ついて、必要最小限度において発注者が、受注者に無料提供又は負担するものと

する。 
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委託業務実施済確認願 

 

 （ 植栽維持管理業務委託 ） 

令和  年  月  日 

草加市病院事業管理者 

矢 内 常 人    宛 

 

所 在 地 

社  名 

代表者名           印  

 

 業務委託契約書（仕様書）に基づく業務のうち、令和  年度分の業務を実施した

ことを確認願います。 

……………………………………………………………………………………………… 

 

確認書 

 

 令和   年度分の業務は、業務委託契約書（仕様書）に基づいた業務を実施した

ことを確認します。 

 

令和  年  月  日 

 

 

機 関 名 草加市立病院 

職  名  

氏  名            ○印  

 

課長 課長補佐 係長 担当 
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別記 

個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項 

 （基本事項） 

第１条 この契約により、草加市立病院（以下「甲」という。）から業務の委託を受けた者（以

下「乙」という。）は、この契約による業務（以下「業務」という。）を処理するにあたり、

個人情報を取り扱う際には、個人情報保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害するこ

とのないようにしなければならない。 

 （秘密保持） 

第２条 乙は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使

用してはならない。 

２ 乙は、業務に従事させる者に対し、在職中及び退職後においても、業務に関して知り得た

個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことその他個人情

報の保護に関し必要な事項を周知しなければならない。 

３ 前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 （作業場所の特定） 

第３条 乙は甲の指定した場所又は乙の求めにより甲が承認した場所以外で、個人情報を取り

扱ってはならない。なお、甲の承認は書面でなければならない。 

 （厳重な保管及び搬送） 

第４条 乙は、業務に係る個人情報の漏えい、改ざん、き損、滅失その他の事故を防止するた

め、個人情報の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。 

 （再委託の禁止） 

第５条 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務に係る個人情報の処理を自ら行うものとし、

第三者にその処理を委託してはならない。 

 （委託目的以外の使用等の禁止） 

第６条 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務に係る個人情報を当該業務の処理以

外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。 

 （複写及び複製の禁止） 

第７条 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務に係る個人情報を複写し、又は複製

してはならない。 

 （事故発生時の報告義務） 

第８条 乙は、業務に係りこの個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそ

れがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、その指示に従わなければならない。こ

の契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 （個人情報の返還又は処分） 

第９条 乙は、この契約が終了し、又は解除されたときは、業務に係る個人情報を速やかに甲

に返却し、又は漏えいを来さない方法で確実に処分しなければならない。 

 （措置事項に違反した場合の契約解除及び損害賠償） 

第１０条 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除

及び損害賠償の請求をすることができる。 

 （個人情報の取扱い状況に係る検査） 

第１１条 乙は、年間１回以上、個人情報取扱特記事項遵守状況確認報告書を、第３条の規定

により承認を受けた場所、第４条の規定により個人情報を保管している場所、個人情報の管

理に関する責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制その他の個人情報の管理の状況

がわかる資料とともに甲に提出することとする。甲はその内容を精査し、必要があると認め

られるときは、乙に対し、立入検査又は立入検査に相当する調査措置を講ずることができる。 

（その他） 

第１２条 乙は、第２条から前条までに掲げるもののほか、個人情報の適正な管理のために必

要な措置を講じなければならない。 


